
■全体構想 

                                                                                                                  

  金沢市都市計画マスタープランとは？                             

    都市計画マスタープランは、都市計画法に基づいて市が定める          

「都市計画に関する基本的な方針」であり、２０年先を目標と 

した都市の将来像や、土地利用の方向性、都市施設の配置方針 

等を明らかにした、都市計画の総合的な指針を示すものです。 

 

  金沢市都市計画マスタープランの見直しについて 

•  現在のマスタープランは、平成１０年に策定されたものであり 

    少子高齢化、環境保全など社会経済情勢等の変化に対応したま 

ちづくりを進めるため、平成１９年度・２０年度の２カ年かけ 

て見直しを進めるものです。 

 

  金沢市都市計画マスタープランの構成について 

•  都市全体の将来ビジョンや土地利用、都市施設のあり方などを 

示す「全体構想」と、地域ごとの市街地像やまちづくりの考え 

方、整備の内容を示す「地域別構想」から構成されます。 

               

＜金沢市都市計画マスタープラン＞ 
            
       
 
 
 

  計画策定の流れとスケジュール予定 

 

 

 

＜全体構想＞ 
• 都市づくりの理念と目標 
• 都市の将来像 
• 各種整備方針 

・土地利用の方針 
・市街地整備の方針 
・交通施設の方針 など 

＜地域別構想＞ 
• 地域別の目標 
• 地域別の方針 
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体制 計 画 の 流 れ 市民参加等 

地域別構想 
・フォーラム 
・住民説明会 
・パブリックコ

メント 
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■地域別構想 

全体構想と地域別構想の取りまとめ
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